
Ⅳ 「ふれあいルーム」について 

１ 利用状況の概要について 

(1)  「ふれあいルーム」(花巻) 

・６～７月に、１名の試行的利用はあったが、本人の学校復帰の意向により、継続利用にはなら

なかった。現在、通所者は０名。 

・来所相談として、利用に向けた高校生本人、保護者及び教員による事前相談・見学の利用が４

件あった。       

 (2)  「ふれあいルーム」(盛岡) 

・１月末までに高校１年生３名、２年生及び３年生各１名、計５名が通所した。本人の体調不良に

よる通所取り止め(１名)以外は、計画通り通所した。現在、通所者は３名。(２月から１名利用

開始） 

・所属校から提供された課題を中心に、時間割に従って自学自習を行っている。それぞれの目標

（欠課時数の補充、入学試験に備えた学習など）に向かって、自発的に学習しようとする姿勢が

見られた。 

    ・来所相談として、利用に向けた高校生本人、保護者及び教員による事前相談・見学の利用が 16

件あった。 

  ・【課題】生徒の学習場所としては、３階の学習スペースや４階の「震災・防災の学び合いスペー

ス『Ｉ－ルーム』」が使用可能であるが、団体利用がある場合には使用が制限される。４人以上

が同時に「ふれあいルーム」内で学習を行うなど、利用人数が増えた場合の学習場所の確保が必

要である。   

・【課題】来所相談の際、親子並行面接を行う場合には執務室に加え、更に１室を相談場所として

確保する必要がある。 

       

 ２ 今後に向けて        

 ・令和５年 12月１日付文書発出以降、令和６年度に入ってからも県立高等学校からの「ふれあいルー

ム」に関する問合せが増加している。主に「ふれあいルームに通えば、単位修得ができるのか」、「教

育センターで生徒の単位修得に向けた取組をしてくれるのか」といった問合せである。「ふれあいル

ーム」の内容について、丁寧な説明を本人、保護者、学校にしていくとともに、本人、保護者の意

向や希望、所属校の支援方針（定期的なケース会議の設定、単位認定の有無、課題の提供など）な

どについて確認する。 

  ・在籍校との連携を深めることにより、申込から利用開始までの期間の短縮を図る。 

・「ふれあいルーム」(盛岡)での来所相談に適した場所を確保したい。 

協議資料４ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






